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都市計画税の使途について 

 

 都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していた

だくための目的税です。 

 主な使途としては、街路整備事業、公園整備事業、下水道整備事業、土地区画整理事業

などがあり、以下の都市計画事業に要する経費に使わせていただきます。 

 なお、各都市計画事業への充当方法は、一般財源総額に対する各事業の一般財源の割合

により按分して算出しています。 
 

【歳入】都市計画税               １０億７,４６８万４千円 

【歳出】都市計画事業費          ３０億５,８６６万５千円 

 

  （単位 千円） 

都市計画事業 
令和4年度

予 算 額 

財 源 内 訳 

特 定 財 源 一 般 財 源 

国・県 

支出金 
市債 その他  

都市計画税 

充 当 額 

街 路 整 備  541,800 67,500 373,800 0 100,500 88,425 

公 園 整 備 612,709 3,000 582,700 5,000 22,009 19,366 

下 水 道 整 備 412,959 0 0 0 412,959 363,351 

土地区画整理  1,130,451 133,950 671,300 0 325,201 286,134 

地 方 債 償 還 360,746 0 0 0 360,746 317,408 

そ の 他 0 0 0 0 0 0 

合 計 3,058,665 204,450 1,627,800 5,000 1,221,415 1,074,684 

 

森林環境譲与税の使途について 

 

 森林環境譲与税とは、森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓

発等の森林整備及びその促進に関する費用とするため、令和元年度に新設されたものです。 

 令和４年度も基金への積立は継続しますが、基金の一部を以下の木材利用に要する経費

に使わせていただきます。 
 

【歳入】森林環境譲与税               １,１６９万８千円 

【歳出】森林環境整備基金積立金           １,１７３万１千円 

【基金充当事業】びん沼自然公園の整備            ５００万円 


